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１．特別徴収税額通知の電子化等に関する
フォローアップ
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特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の電子化について

平成３０年度地方税制改正・地方税務行政の運営に当たっての 留意事項等について

第二 その他

（３） 給与所得に係る特別徴収税額通知（特別徴収義務者用）の電子的「正本」通知について

は、経済団体等より事務負担の軽減のために全市区町村が対応するよう要望があるととも

に、事務の効率化や個人情報の保護の観点等を踏まえ、積極的かつ早急に取り組んでい

ただきたいこと。

平成28年度

54団体

平成29年度

317団体

平成30年度

428団体

平成31年度以降

942団体

平成28年度,
54 団体

平成29年度

171 団体

平成30年度

715 団体
平成31年度

298 団体

平成32年度以降

503 団体

特別徴収税額通知の「電子的正本通知」対応予定時期

○ 平成29年９月に行った調査によると、平成29年度までに対応を行った市区町村は225市区町村
（全体の約13％）となっている。

○ 平成30年度以降も電子化に対応できる市区町村が増加する見込み。

平成29年９月調査平成29年２月調査
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○経済社会の構造変化を踏まえた税制のあり方に関する中間報告②

（税務手続の電子化等の推進、個人所得課税の見直し）

（平成29年11月20日、政府税制調査会）

２．税務手続の電子化等の推進

（２）地方税関係

（２－２）電子申告等関係

（前略）また、個人住民税の特別徴収手続において、給与支払報告書の提出や特別徴収税額

通知（特別徴収義務者用）については、既にeLTAXを用いて電子的に行うことが可能となってい

るが、特別徴収税額通知（納税義務者用）は、現在、書面で送付されているため、企業に多くの

労力とコストが掛かっているとの指摘がある。そのため、「規制改革実施計画」に沿って電子化を

進めるべきであり、具体的には、市区町村がeLTAXを経由して特別徴収義務者に電子的に送付

して従業員に通知する仕組みの検討を進めていく必要がある。その上で、給与支払報告書の電

子的提出率の向上と併せて、特別徴収税額通知の電子的送付の拡大を図るとともに、将来的に

は、原則として書面の通知が残らないような姿の実現を目指すべきである。

○平成30年度税制改正大綱

（平成29年12月14日、自由民主党・公明党）

第一 平成30年度税制改正の基本的考え方

６ 円滑・適正な納税のための環境整備

（1）税務手続の電子化等の推進

（前略）給与所得に係る個人住民税の特別徴収税額通知（納税義務者用）については、電子情

報処理組織（eLTAX）により特別徴収義務者を経由し、送付する仕組みを、地方公共団体間の取

扱いに差異が生じないよう配慮しつつ検討する。

特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化について
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特別徴収税額通知（納税義務者用）の電子化を行う場合のイメージ（案）

１．特徴義務者は、給与支払報告書提出時に電子的送付の同意等の有無を報告（特徴義務者

単位）

２．特徴義務者の同意がある等の場合には、特徴義務者に対し、eLTAXを通じて電子的に特別

徴収税額通知を送付（通知について一定の暗号化を可能とする手法について検討）

３．同意がない等の場合は、従来どおり、市区町村から特徴義務者を経由して納税義務者に

書面で送付

市

区

町

村

特
別
徴
収
税
額
通
知

（
特
徴
義
務
者
用
・
納
税
義
務
者
用
）

電子的送付

３ 書面送付

書面での受け取りを
希望する納税義務者

電子的送付を承諾した
納税義務者

特徴義務者においてプリ
ントアウトした書面を送付

２ 電子的送付

３ 書面送付

特徴義務者
１ 電子的送付の

同意等の有無を報告

※一定の暗号化を
可能とする

電 子 的 送 付
に 同 意 し た
等 の 特 徴 義
務 者

電 子 的 送 付 に

同 意 し な い 等
の 特 徴 義 務 者

e
L
T
A
X

平成29年10月16日
政府税制調査会資料
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２．確定申告のさらなる電子化・簡素化
（ふるさと納税関連）
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H27.6「年金保険料の徴収体制強化等のための検討チーム」決定
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マイナポータルへのふるさと納税額通知を活用した寄附金控除の簡素化（イメージ図）

Ø これまで寄附金控除適用のためには、ふるさと納税をした自治体からの受領書
を添付する必要があったが、当該自治体からオンラインで受け取るふるさと納税
受領金額等の通知を電子申告に活用可能に。

Ø マイナポータルを利用して受け取るふるさと納税受領金額等の通知を添付し
て、e-Taxで確定申告。
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３．年末調整の内容に誤りがあった場合の対応
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地方団体
（都道府県／市区町村）

国
税
庁

電子申告等給与支払報告書の

電子的提出（H20.1月～）
（H23：682万件 → H28：3,125万件）

特徴税額通知の

電子的提供（H28.5月～）

電子申告（H17.1月～）
（H23：302万件 → H28：601万件）

納税者

法人等／
日本年金機構

法人等

年金特徴（H21.4月～）
（H23：757万人分 → H28：896万人分）

・ 法人住民税／事業税
・ 固定資産税（償却資産）
・ 事業所税

（全１，７８８団体に接続）

確定申告データ
（H23.1月～）

扶養是正情報
（H25.6月～）

eLTAX（エルタックス）について

○ eLTAXは、一般社団法人地方税電子化協議会（全地方団体が会員）により運営される
地方税の電子申告及び国税連携のためのシステム。eLTAXが担う役割は順次拡大し、
「地方税の電子化」の基盤となっている。

※e-Tax（国税の電子申告のためのシステム）は国税庁が管理・運営

eLTAX

国税連携

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

マイナンバーに基づ
き、

他団体（福祉部局等）
との情報のやりとり

（H29秋頃～本格運用）

現在、電子納税は
個別団体対応

特別徴収
義務者
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